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社会保障制度改革について

～消費税率１０％引上げが平成２９年４月から実施されることを踏まえたスケジュール～
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社会保障・税一体改革による社会保障の充実に係る実施スケジュールについて
○ 消費税率の１０％への引上げを平成29年4月から実施することを踏まえ、社会保障の充実を「基本方針」（平成26年12月24日閣議決定※）

に沿って着実に推進。

※「基本方針」（平成26年12月24日閣議決定）抜粋
消費税率１０％の実現は平成２９年４月となるが、子育て支援、医療、介護など社会保障の充実については、可能な限り、予定通り実施する。誰もが安心できる持続可能な社会保障

制度の確立を目指し、引き続き、その改革に取り組む。

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

消費税 ●８％への引上げ ●１０％への引上げ○

子ども・子育て
支援

年金

医療・介護

●予定通り２７年４月から実施 子ども・子育て支援新制度

● 育児休業中の経済的支援の強化

● 難病・小児慢性特定疾病に係る公平かつ安定的な制度の確立等

一部実施 ● 介護保険１号保険料の低所得者軽減強化

高額療養費の見直し

●

●

国保等の低所得者保険料軽減措置の拡充

国保への財政支援の拡充

●（医療分）

●（介護分）
地域医療介護総合確保基金

●診療報酬改定 ●介護報酬改定 ●診療報酬改定 ●診療報酬改定

年金生活者支援給付金●○

受給資格期間の短縮●○

● 遺族基礎年金の父子家庭への拡大

消費税率引上げ延期を踏まえ、２９年４月から実施

●介護報酬改定

●

後期高齢者の保険料軽減特例の見直し○

●完全実施

地域支援事業の充実●
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※１ ①厚生年金と共済年金の一元化及び②短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用拡大については、
予定どおり実施（①平成27年10月～、②平成28年10月～）。

※２ 年金制度については、平成26年財政検証を踏まえた制度改正を検討中。

社会保障・税一体改革による社会保障制度改革の今後の進め方について

4

主な実施事項

平成27年
1月～3月

○医療保険制度改革関連法案の提出（平成27年の通常国会）
・法案成立後、同法に基づき各種改革を順次実施

平成27年度

○子ども・子育て支援新制度の施行（平成27年４月～）
・待機児童解消等の量的拡充や保育士の処遇改善等の質の改善を実施

○医療介護総合確保推進法の一部施行
・都道府県において、地域医療構想を策定し、医療機能の分化と連携を適切に推進（平成27年４
月～）

・地域包括ケアシステムの構築に向けた地域支援事業の充実（平成27年４月～）
・低所得者への介護保険の一号保険料軽減を強化（平成27年４月より一部実施、平成29年４月
より完全実施）

・一定以上の所得のある介護サービスの利用者について自己負担を１割から２割へ引上げ等（平
成27年８月～）

平成29年度

○年金関連法の一部施行
・年金を受給している低所得の高齢者・障害者に対して月額5000円の福祉的給付等を支給（平
成29年4月～）

・老齢基礎年金の受給資格期間を25年から10年に短縮（平成29年4月～）

平成30年度

○国民健康保険の財政運営責任等を都道府県に移行し、制度を安定化（平成30年４月～、医療
保険制度改革関連法案関係）

○医療計画・介護保険事業（支援）計画・医療費適正化計画の同時策定・実施（平成30年４月～）
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参考資料
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平成24年推計値
（日本の将来推計人口）

実績値
（国勢調査等）

○ 日本の人口は近年横ばいであり、人口減少局面を迎えている。2060年には総人口が9000万人を
割り込み、高齢化率は40％近い水準になると推計されている。

人口（万人）

生産年齢
人口割合

50.9%

高齢化率
39.9%

合計特殊
出生率

1.35
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生産年齢人口（15～64歳）割合

高齢化率（65歳以上人口割合）

合計特殊出生率

15～64歳人口

14歳以下人口

65歳以上人口

62.1%
※１

25.1%
※１

1.43
(2013)

12,730万人※１

11,662

3,685

6,773

1,204

8,674

3,464

4,418

791

（出所） 総務省「国勢調査」及び「人口推計」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成24年1月推計）：出生中位・死亡中位推計」（各年10月1日現在人口）
厚生労働省「人口動態統計」

※１ 出典：平成25年度 総務省「人口推計」 （2010年国勢調査においては、人口12,806万人、生産年齢人口割合63.8％、高齢化率23.0％）

2013

6

日本の人口の推移
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社会保障・税一体改革の経緯

５月～：社会保障・税一体改革関連法案の国会審議

平成２５年８月６日：国民会議報告書とりまとめ

１０月１５日：社会保障制度改革プログラム法案の提出

社会保障制度改革推進法 （自民党・民主党・公明党の３党合意に基づく議員立法）

○ 社会保障改革の「基本的な考え方」、年金、医療、介護、少子化対策の４分野の「改革の基本方針」を明記
○ 社会保障制度改革国民会議の設置を規定

平成２６年の通常国会以降：順次、個別法改正案の提出

社会保障制度改革国民会議（委員は15名の有識者により構成（会長：清家篤 慶應義塾長））

○ 改革推進法により設置され、20回にわたり議論
○ 総論のほか、少子化、医療、介護、年金の各分野の改革の方向性を提言

社会保障改革プログラム法案（社会保障制度改革の全体像・進め方を明らかにする法律案）の提出
○ 社会保障４分野の講ずべき改革の措置等について、スケジュール等を規定
○ 改革推進体制の整備等について規定

１２月５日：社会保障制度改革プログラム法の成立、同１３日：公布・施行

平成２４年２月１７日：社会保障・税一体改革大綱閣議決定

○ 大綱に基づく法案作成 ⇒ 与党審査

税制抜本改革法（消費税率の引上げ）／子ども・子育て支援関連３法／年金関連４法 が成立

○ 平成２６年の通常国会では、医療法・介護保険法等の改正法案、難病対策・小児慢性特定疾病対策の法案、
次世代育成支援対策推進法等の改正法案、雇用保険法の改正法案を提出し、成立。

○ 平成２７年通常国会には、医療保険制度改革のための法案を提出予定。 7
 8 



消費税５％引上げによる社会保障制度の安定財源確保

＋２．８兆円程度

＋１１．２兆円程度

○基礎年金国庫負担割合1/2の恒久化

○後代への負担のつけ回しの軽減
・高齢化等に伴う自然増を含む安定財源が確保できていない

既存の社会保障費

○消費税率引上げに伴う社会保障４経費の増
・診療報酬、介護報酬、子育て支援等

についての 物価上昇に伴う増

○子ども・子育て支援の充実

‐子ども・子育て支援新制度の実施による、幼児教

育・保育と地域の子ども・子育て支援の総合的推進・

充実、「待機児童解消加速化プラン」の実施 など

○医療・介護の充実

‐病床の機能分化・連携、在宅医療の推進等、地域
包括ケアシステムの構築、医療保険制度の財政基
盤の安定化、保険料に係る国民の負担に関する公
平の確保、難病、小児慢性特定疾病に係る公平か
つ安定的な制度の確立 など

○年金制度の改善

‐低所得高齢者・障害者等への福祉的給付、受給資
格期間の短縮 など

１％
程度

４％
程度

3.2兆円程度

7.3兆円程度

0.8兆円程度

0.7兆円程度

1.5兆円程度

0.6兆円程度

社会保障の充実

社会保障の安定化

○ 消費税率（国・地方）を、2014年４月より８％へ、2017年4月より10％へ段階的に引上げ
○ 消費税収の使い途は、国分については、これまで高齢者３経費（基礎年金、老人医療、介護）となっていたが、

今回、社会保障４経費（年金、医療、介護、子育て）に拡大
○ 消費税収は、全て国民に還元し、官の肥大化には使わない

8
(注) 税制抜本改革法に沿って消費税率が平成２９年４月に１０％に引き上げられ、増収分が平成３０年度に満年度化した場合、５％引き上げ分の１４.０兆円程度のうち、１％程度の

２．８兆円程度が充実に充てられる。  9 



社会保障の「充実」の全体像

○ 消費税引上げによる増収分は、全て社会保障の充実・安定化に向けることとなっており、基礎年金国庫負担割合の1/2への恒久的引上げ等＊
による社会保障の安定化のほか、以下の社会保障の充実を予定している。 ＊2018年度時点では、3.2兆円程度の見込み。

0.7兆円程度

1.5兆円程度
※充実と重点化・効率化

を併せて実施

0.6兆円程度

所要額（公費※）合計 ＝ ２．８兆円程度

○子ども・子育て支援の充実（待機児童の解消などの量的拡充と質の向上）

○現行制度の改善

子
ど
も
・子
育
て

医

療

・

介

護

年

金

○医療・介護サービスの提供体制改革

①病床の機能分化・連携、在宅医療の推進等
・病床の機能分化と連携を進め、発症から入院、回復期

（リハ ビリ）、退院までの流れをスムーズにしていくことで、
早期の在宅・社会復帰を可能にする。

・在宅医療・介護を推進し、地域での生活の継続を支える。

・医師、看護師等の医療従事者を確保する。

（新たな基金の創設、診療報酬に係る適切な対応の在り方の検討・
必要な措置）

②地域包括ケアシステムの構築

介護が必要になっても住み慣れた地域で暮らせるよう、介護・
医療・予防・生活支援・住まいが一体的に提供される地域包括
ケアシステムを構築するため、以下の取組を行う。

ⅰ）医療と介護の連携、ⅱ）生活支援・介護予防の基盤整備
ⅲ）認知症施策、ⅳ）地域の実情に応じた要支援者への支援の見直し
ⅴ）マンパワーの確保等

など

○難病、小児慢性特定疾患に係る
公平かつ安定的な制度の確立

・低所得高齢者・障害者等への福祉的給付 ・受給資格期間の短縮 ・遺族年金の父子家庭への拡大

○医療・介護保険制度の改革

①医療保険制度の財政基盤の安定化
・低所得者が多く加入する国民健康保険への財政支援の

拡充（国民健康保険の保険者、運営等の在り方に関する

改革の前提として行われる財政支援の拡充を含む）

・協会けんぽに対する国庫補助

②保険料に係る国民の負担に関する公平の確保
・国民健康保険等の低所得者保険料軽減措置の拡充

・後期高齢者支援金の全面総報酬割の導入

③保険給付の対象となる療養の範囲の適正化等
・低所得者に配慮しつつ行う高額療養費の見直し

・医療提供施設相互間の機能の分担や在宅療養との公平

の観点からの外来・入院に関する給付の見直し

⑤介護保険の一号保険料の低所得者軽減強化

④介護給付の重点化・効率化
・一定以上の所得を有する者の利用者負担の見直し

など

・子ども・子育て支援新制度の実施による、幼児教育・保育と地域の子ども・子育て支援の総合的推進・充実

・「待機児童解消加速化プラン」の実施

・社会的養護の充実 など

（注）上記の表は、消費税増収分を活用した社会保障の充実について、
公費に影響のあるものについて整理したものである。

※ 消費税財源（満年度ベース）
9
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社会保障改革プログラム法（持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律）

【法律の趣旨等】
○ 社会保障制度改革国民会議の審議の結果等を踏まえ、「社会保障制度改革推進法第４条の規定に基づく「法制上の
措置」の骨子について」を閣議決定（平成２５年８月２１日）

○ この骨子に基づき、「法制上の措置」として、社会保障制度改革の全体像・進め方を明示するものとして提出
（平成２５年１２月５日成立、同１３日公布）

【法律の主な概要】

■ 講ずべき社会保障制度改革の措置等
受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図るため、医療制度、介護保険制度等の改

革について、①改革の検討項目、②改革の実施時期と関連法案の国会提出時期の目途を明らかにするもの
○ 少子化対策（既に成立した子ども・子育て関連法、待機児童解消加速化プランの着実な実施 等）

○ 医療制度（病床機能報告制度の創設・地域の医療提供体制の構想の策定等による病床機能の分化及び連携、
国保の保険者・運営等の在り方の改革、後期高齢者支援金の全面総報酬割、70～74歳の患者負担・
高額療養費の見直し、難病対策 等）

○ 介護保険制度（地域包括ケアの推進、予防給付の見直し、低所得者の介護保険料の軽減 等）

○ 公的年金制度（既に成立した年金関連法の着実な実施、マクロ経済スライドの在り方 等）

※ 医療サービスの提供体制、介護保険制度及び難病対策等については平成２６年通常国会に、
医療保険制度については平成２７年通常国会に、必要な法律案を提出することを目指すものと規定。

■ 改革推進体制
上記の措置の円滑な実施を推進するとともに、引き続き、中長期的に受益と負担の均衡がとれた持続

可能な社会保障制度を確立するための検討等を行うため、関係閣僚からなる社会保障制度改革推進本部、
有識者からなる社会保障制度改革推進会議を設置

■ 施行期日
公布日（平成２５年１２月１３日）
（ただし、改革推進本部関連は平成２６年１月１２日、改革推進会議関連は平成２６年６月１２日） 10
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平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

少子化対策

公的年金
制度

医療・介護
サービスの
提供体制、
介護保険

制度

医療保険
制度

難病・
小児慢性
特定疾病

対策

子ども・子育て関連３法
成立

▲ 新制度 施行

● ▲
次世代育成支援対策推進法の改正法案提出⇒成立

施行

【予算措置】
・待機児童解消加速化プラン ・保育緊急確保事業

雇用保険法の改正法案提出⇒成立

施行● ▲

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための
関係法律の整備等に関する法律案提出⇒成立

● ▲▲ 順次施行

【予算措置】
・診療報酬改定
・財政支援制度（基金）の創設

国保法その他医療保険各法の改正法案提出

順次施行
●

【予算措置】
・７０～７４歳患者負担見直し
・高額療養費制度の見直し
・国保・後期高齢者医療の低所得者保険料軽減措置の拡充

難病の患者に対する医療等に関する法律案（新法）、
児童福祉法の改正法案提出⇒成立

● ▲施行

年金関連４法成立

▲
順次施行

社会保障・税一体改革による社会保障制度改革の実施状況等

【予算措置】
・介護報酬改定 【予算措置】

・診療報酬改定

▲ ▲ ▲

○ 平成25年12月に成立した社会保障改革プログラム法に沿って、着実に改革を推進。

医
療
・介
護

財政検証
結果公表

●：法案提出 ○：法案成立 ▲：施行時期

▲
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○ 消費税率引上げによる増収分は、全て社会保障の充実・安定化に向ける。
○ 社会保障の安定財源確保と財政健全化の同時達成を目指す観点から、平成27年度の増収額
8.２兆円については、
①まず基礎年金国庫負担割合２分の１に3兆円を向け、
②残額を満年度時の
・「社会保障の充実」及び「消費税率引上げに伴う社会保障４経費の増」と
・「後代への負担のつけ回しの軽減」
の比率（概ね１：２）で按分した額をそれぞれに向ける。

○基礎年金国庫負担割合２分の１
（平成24年度・25年度の基礎年金国庫負担割合
２分の１の差額に係る費用を含む）

○社会保障の充実（※）

・子ども・子育て支援の充実
・医療・介護の充実
・年金制度の改善

○消費税率引上げに伴う社会保障４経費の増
・診療報酬、介護報酬、年金、子育て支援等についての
物価上昇に伴う増

○後代への負担のつけ回しの軽減
・高齢化等に伴う自然増を含む安定財源が
確保できていない既存の社会保障費

〈27年度消費税増収分の内訳〉
後代への負担のつけ回しの軽減

消費税率引上げに伴う社会保障4経費の増

社会保障の充実

基礎年金国庫負担割合1/2

《５兆円》

《8.2兆円》

《14兆円》

（参考）算定方法のイメージ

2.95兆円

0.5兆円

0.2兆円

1.3兆円

7.3兆円

0.8兆円

2.8兆円

3.2兆円

概ね

②

①
②

①

26年度 満年度
（消費税率５％引上げ時）

：

：

（注） 金額は公費（国及び地方の合計額）である。

平成27年度の社会保障の充実・安定化について

3兆円

1.35兆円

0.35兆円

3.4兆円

②

①

：

27年度

3兆円

1.35兆円

0.35兆円

3.4兆円

《増収額計：8.2兆円》

（※）消費税増収分1.35兆円と社会保障改革プログラム法等に基づく重点化・効率化による財政効果を活用し、社会保障の充実1.36兆円と簡素な給付0.13兆円を措置。

（※）

12
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平成27年度における「社会保障の充実」の考え方

① 子ども・子育て支援の充実 ③ 国保への財政支援の拡充

優先的に取り組む施策

② 医療・介護サービス提供
体制改革の着実な実施

○ 年金関係の充実（低所得者への福祉的給付、受給資格期間の短縮）について、法律の規定どおり、消費税率10％への引上げ時（平成29年４月）に
実施。

○ 介護保険の１号保険料の低所得者軽減強化について、２段階に分けて実施することとし、第一弾として平成27年４月からは特に所得の低い方々を
対象に一部実施し（所要額約220億円）、消費税率10％への引上げ時（平成29年４月）に完全実施。

限られた財源の中で上記の対応を行うための方策

13

市町村計画の実現に必要な「量的拡
充」に加え、０．７兆円ベースの「質の改
善」をすべて実施するため、 約5,100億
円を措置

政府を挙げて取り組んでいる「すべての女
性が輝く社会の実現」 にとって重要な施
策であり、平成27年４月から予定どおり新
制度を実施する。

低所得者対策の強化のための財政支
援として約1,700億円を措置するとともに、
財政安定化基金の創設のために約200
億円を措置

将来にわたり国民皆保険を堅持するた
め、喫緊の課題である国保制度の改革に
必要不可欠な国保への財政支援を拡充
し、財政基盤の強化を図る。

地域医療介護総合確保基金について、医
療分として前年度同額の約900億円に加え、
新たに介護分として約720億円を措置

介護職員について月額１万２千円相当の
処遇改善に必要な約780億円を措置

認知症施策等の推進のために約240億円
を措置

団塊の世代が75歳以上となり、医療・介護
等の需要の急増が予想される2025年に向
け、医療・介護サービス提供体制の改革
を本格的に進める。

○ 消費税率10％への引上げが平成29年４月に延期されたことに伴い、平成27年度の「社会保障の充実」に充てられる消費税
増収分は、１．３５兆円(※)となるため、施策の優先順位を付けることで対応する。

※ 消費税増収分のほか、社会保障改革プログラム法等に基づく重点化・効率化による財政効果を活用し、平成27年度の「社会保障の充実」の規模は合計１．３６兆円
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事 項 事 業 内 容
平成27年度

予算案

（参考）
平成26年度

予算額国分 地方分

子ども・子育て支援

子ども・子育て支援新制度の実施 4,844 2,195 2,649 2,915            

社会的養護の充実 283 142 142 80

育児休業中の経済的支援の強化 62 56 6 64

医
療
・
介
護

医療・介護サービス
の提供体制改革

病床の機能分化・連携、在宅医療の推進等
・ 地域医療介護総合確保基金（医療分）
・ 平成26年度診療報酬改定における消費税財源の活用分

904
392

602
277

301
115

544
353

地域包括ケアシステムの構築
・ 地域医療介護総合確保基金（介護分）
・ 消費税財源の活用による平成27年度介護報酬改定に
おける介護職員の処遇改善等

・ 在宅医療・介護連携、認知症施策の推進など地域支援
事業の充実

724
1,051

236

483
531

118

241
520

118

－
－

43

医療・介護保険制度
の改革

国民健康保険等の低所得者保険料軽減措置の拡充 612 0 612 612

国民健康保険への財政支援の拡充 1,864 1,032 832 －

被用者保険の拠出金に対する支援 109 109 0 －

高額療養費制度の見直し 248 217 31 42

介護保険の１号保険料の低所得者軽減強化 221 110 110 －

難病・小児慢性特定
疾病への対応

難病・小児慢性特定疾病に係る公平かつ安定的な制度の
確立 等

2,048 894 1,154 298

年 金 遺族基礎年金の父子家庭への対象拡大 20 20 0 10

合 計 13,620 6,786 6,833 4,962

平成27年度における「社会保障の充実」（概要）

（注１）

（注１） 金額は公費（国及び地方の合計額）。計数は、四捨五入の関係により、端数において合計と合致しないものがある。

（注２） 上記の社会保障の充実と税制抜本改革法に基づく低所得者に対する逆進性対策である「簡素な給付措置（臨時福祉給付金）」（1,320億円）をあわせて一体的に、消費税増収分と社会保障改革
プログラム法等に基づく重点化・効率化による財政効果を活用して財源を確保。

（注３） 「子ども・子育て支援新制度の実施」の国分について、平成27年度は全額内閣府に計上、平成26年度は1,043億円は内閣府、304億円は厚生労働省に計上。

（注４） 「育児休業中の経済的支援の強化」の国分のうち、雇用保険の適用分（55億円）は厚生労働省、国共済組合の適用分（１億円）は各省庁に計上。

（注３）

（注４）

（単位：億円）
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〇本部の組織

• 本部長 ：総理

• 副本部長：国務大臣
（一体改革担当大臣）

• 本部員 ：官房長官、厚労大臣、財務大臣、

総務大臣、総理が指定する国務大臣

（少子化担当大臣）

〇本部の所掌事務

• 第２章の措置の円滑な実施の総合的・計画的
な推進

• 第２章の措置の実施状況の総合的な検証
• 検証結果や社会保障制度改革推進会議の意見
に基づく必要な企画立案等

〇本部の設置時期 法律の公布から１月以内

（政令で規定：平成２６年１月１２日）

〇本部の設置期限 設置から５年以内

（政令で規定）

〇本部の主任の大臣 内閣総理大臣

〇本部の事務 内閣官房で処理し、内閣官
房副長官補が掌理する。

社会保障制度改革推進本部（本部）

〇会議の組織
• 優れた識見を有する者で２０人以内。委員は
総理が任命

〇会議の所掌事務
• 中長期的な社会保障制度改革について総合的
に検討し、総理に意見

• 総理の諮問に応じ、社会保障制度改革に関し
て調査審議し、総理に意見

〇会議の設置時期 法律の公布から６月以内
（政令で規定：平成２６年６月１２日）

〇会議の設置期限 本部の設置期限（本部の
設置から５年以内）以前
（政令で規定）

〇会議の主任の大臣 内閣総理大臣

〇会議の事務 内閣官房で処理し、内閣
官房副長官補が掌理する。

社会保障制度改革推進会議（会議）

15

社会保障制度改革の推進体制について

 16 



社会保障制度改革推進会議
（有識者１１名）

⇒  第1回を7月17日、第2回を10月10日、
第３回を1１月６日に開催

○ 2025年を展望し、中長期的に持続可能な
制度の確立のための改革の総合的な検討

※１ 平成26年６月12日施行

医療・介護情報の活用による
改革の推進に関する専門調査会

（有識者１５名）

医療・介護情報の分析・検討ワーキンググループ

（委員から選任（６名））

社会保障制度改革推進本部
（総理及び関係６閣僚）

○ 当面の改革の総合的・計画的な推進
○ 当面の改革の実施状況の検証
○ 改革推進会議における検討等に基づく

改革の企画立案等

○ 地域横断的な医療・介護情報の活用方策
等の調査・検討

※１ 平成26年１月12日施行

※３ 第１回は平成26年２月14日に開催

⇒  第2回を7月１日に持ち回り開催し、
専門調査会設置を決定

⇒ 専門調査会：第１回を８月11日、第２回を11月11日、
第３回を12月24日に開催

⇒ ワーキンググループ：９月以降、８回開催

伊藤 元重 東京大学大学院経済学研究科教授

遠藤 久夫 学習院大学経済学部長

大日向雅美 恵泉女学園大学大学院平和学研究科教授

権丈 善一 慶應義塾大学商学部教授

神野 直彦 東京大学名誉教授

清家 篤 慶應義塾長

武田 洋子 三菱総合研究所政策・経済研究センター

主席研究員 / チーフエコノミスト

土居 丈朗 慶應義塾大学経済学部教授

増田 寬也 東京大学公共政策大学院客員教授

宮島 香澄 日本テレビ報道局解説委員

山崎 泰彦 神奈川県立保健福祉大学名誉教授

◎：議長、○：議長代理

※２ 設置期限は最長で平成31年1月11日 ※２ 設置期限は最長で平成31年1月11日

◎

○

＋ 専門委員（医療・介護分野：11名）

医療・介護サービス提供体制の改革に関わる

議論の際に、必要に応じ、参加。

社会保障改革プログラム法に基づく改革推進体制について
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地方創生について
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まち・ひと・しごと創生法の概要

少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減少に歯止めをかけるとともに、東京圏への人口の過度の集中を是正し、それぞれの地域で
住みよい環境を確保して、将来にわたって活力ある日本社会を維持していくために、まち・ひと・しごと創生（※）に関する施策を総合
的かつ計画的に実施する。

※まち・ひと・しごと創生：以下を一体的に推進すること。

まち…国民一人一人が夢や希望を持ち、潤いのある豊かな生活を安心して営める地域社会の形成

ひと…地域社会を担う個性豊かで多様な人材の確保

しごと…地域における魅力ある多様な就業の機会の創出

基本理念（第２条）

①国民が個性豊かで魅力ある地域社会で潤いのある豊かな生活を営めるよう、
それぞれの地域の実情に応じた環境を整備

②日常生活・社会生活の基盤となるサービスについて、需要・供給を長期的
に見通しつつ、住民負担の程度を考慮して、事業者・住民の理解・協力
を得ながら、現在・将来における提供を確保

③結婚・出産は個人の決定に基づくものであることを基本としつつ、結婚・
出産・育児について希望を持てる社会が形成されるよう環境を整備

④仕事と生活の調和を図れるよう環境を整備

⑤地域の特性を生かした創業の促進・事業活動の活性
化により、魅力ある就業の機会を創出

⑥地域の実情に応じ、地方公共団体相互の連携協力に
よる効率的かつ効果的な行政運営の確保を図る

⑦国・地方公共団体・事業者が相互に連携を図りなが
ら協力するよう努める

内容：まち・ひと・しごと
創生に関する目標や施策
に関する基本的方向等

※人口の現状・将来見通
しを踏まえるととも
に、客観的指標を設定

本部長：
内閣総理大臣

副本部長（予定）：
内閣官房長官
地方創生担当大臣

本部員：
上記以外の全閣僚

まち・ひと・しごと
創生本部

（第11条～第20条）

まち・ひと・しごと創生
総合戦略（閣議決定）

（第８条）

案の作成
実施の推進

実施状況の
総合的な検証

内容：まち・ひと・しごと創生に関する目
標や施策に関する基本的方向等

都道府県まち・ひと・しごと創生
総合戦略（努力義務）（第９条）

勘案

勘案

施行期日：公布日（平成26年11月28日）。ただし、創生本部・総合戦略に関する規定は、平成26年12月２日。

勘案

目的（第１条）

内容：まち・ひと・しごと創生に関する目
標や施策に関する基本的方向等

市町村まち・ひと・しごと創生
総合戦略（努力義務）（第10条）

18
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地方創生・人口減少克服に向けた対策（厚生労働省）

○地方創生・人口減少克服に向けて、政策を総動員。
→若い世代が自らの希望に添って、地方で生活し、結婚、出産、子育てができる環境の整備を行う。
→人口減少を克服するための地域の効果的・効率的な社会システムを構築する。
→「縦割り」を排除し、全国一律や「バラマキ型」ではない政策に各府省と連携しつつ、総合的に取り組む。

○総合的かつ体系的な若者雇用対策の充実
○非正規雇用労働者の雇用安定・処遇改善
○地域しごと創生プランの創設
○テレワークの推進、ワークライフバランスの実現

し
ご
と
づ
く
り

○安心して結婚し、子どもを産み・育てられる環境の整備
（待機児童解消加速化プラン、子ども・子育て支援新制度、子育て世代包括支援センター）

○総合的かつ体系的な若者雇用対策の充実（再掲）

【具体的な対策】

ひ
と
づ
く
り

○人口減少に応じた福祉のまちづくり
（多世代交流・多機能型福祉拠点の推進）

○医療・介護の総合的な確保の推進
（地域医療構想（ビジョン）の策定、地域包括ケアシステムの構築、地域の医療介護人
材の確保、情報連携の推進等）

○高齢社会に対応した医療保険制度改革
（国保改革（財政支援の拡充、財政運営の都道府県移行等）等）

ま
ち
づ
く
り
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地方公共団体 地方創生コンシェルジュ

対象
支援を要望する市町村等
を公募

① 関係府省庁において意欲のある人に手を挙げてもらい、その応募を受けて各府省庁が選任
（原則補佐以上、出先機関等の職員を含む）。

② 当該地域の出身者や出向経験者など地域への愛着や関心がある者とする。

位置づけ
① 担当コンシェルジュは、各府省庁の窓口として、相談を受けるものとする。
② 各府省庁において、業務命令を行うことにより、職務としての位置づけを明確にする。

規模 ① 各府省庁の地方創生への関連の度合いに応じ、必要人数を確保。

役割
① 地方公共団体が、地方版総合戦略の策定を含め地域の地方創生の取り組みを行うにあたり、国が積極的に相談・支援を行

う

相談の手順

① 地方公共団体ごとの担当コンシェルジュの名簿に従い、全体についての相談を行う場合や、相談内容に応じた具体の担当
府省庁がわからない場合は、内閣府地方創生推進室の地方創生コンシェルジュが全体の窓口となり対応。必要に応じて、関
係府省庁の担当を紹介。

② 具体の担当府省庁が明確な場合は、当該府省庁の地方創生コンシェルジュが対応。
③ より専門的な知見が必要な場合は、各々の担当部局が協力対応。

※地方公共団体は、必要に応じ、国等の専門家派遣制度（実務者、大学教員、コンサルタントなど）を活用（関係府省庁の協力
を得て、地域活性化統合事務局が一元的な情報提供の仕組みを整備）。

推進体制
①各府省庁の協力を得て、とりまとめの実務及び全体の窓口は、内閣府地方創生推進室が行う。
※必要に応じ、当該担当を支援できるよう、各府省庁において、体制整備を行う（出先機関等の活用を含む）。

地方創生コンシェルジュ制度

地方公共団体が、地方版総合戦略の策定を含め地域の地方創生の取り組みを行うにあたり、国が相談窓口を設
け積極的に支援するための体制として、国の職員等による「地方創生コンシェルジュ」の仕組みを構築する。
厚生労働省では、５１名のコンシェルジュを選任。
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地方分権について
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○ 地方の発意に根差した新たな取組を推進することとして、平成26年から地方分権改革に関する「提案募集方式」を導入

○ 地方公共団体への事務・権限の移譲、義務付け・枠付けの見直し等を推進

○ 地方分権改革の推進は、地域が自らの発想と創意工夫により課題解決を図るための基盤となるものであり、地方創生にお
ける極めて重要なテーマ

１．基 本 的 考 え 方

主な見直し事項（提案募集方式の成果）

平成26年の地方からの提案等に関する対応方針【概要】

○ 移譲された事務・権限が円滑に執行できるよう、地方税、地方交付税や国庫補助負担金等により、確実な財源措置を
講ずるとともに、マニュアルの整備や技術的助言、研修や職員の派遣などの必要な支援を実施

３．移譲に伴う財源措置その他必要な支援

○ 法律改正事項については、一括法案等を平成27年通常国会に提出することを基本
○ 現行規定で対応可能な提案については、地方公共団体に対する通知等により明確化
○ 引き続き検討を進めるものについては、適切にフォローアップを行い、逐次、地方分権改革有識者会議に報告

２．一括法案等の提出

１．これまでの懸案が実現したもの
・農地の総量確保のための仕組みの充実及び農地転用許可の権限移譲等
・都道府県内で水利調整が完結する水道事業等の認可権限等の国から都
道府県への移譲（手挙げ方式による移譲）

・事務処理特例制度により開発許可権限を有する市町村に係る都道府県
開発審査会の運用見直し

２．地域の具体的事例に基づくもの
・道の駅における電気自動車の充電インフラ整備に関する道路占用許可基
準の明確化

・マイナンバー利用事務の拡大(特定優良賃貸住宅に係る事務を追加)
・都市公園の廃止が可能である「公益上特別の必要がある場合」の明確化
・麻薬小売業者間の医療用麻薬の譲渡に係る許可権限等の都道府県へ
の移譲

３．地方創生、人口減少対策に資するもの
・国際ビジネス機の受入れに係るＣＩＱ業務の臨機応変な対応
・医薬品製造販売等の地方承認権限の範囲拡大

・三大都市圏の一部に限り、保育所の居室面積に関する基準に係る
規定を「標準」としている措置を平成31年度末まで５年間延長

・企業立地促進のための基本計画の同意に係る事前審査・事前協
議の原則廃止等

・水素ステーションの設置（都道府県知事の許可等）に係る規制改革

４．委員会勧告方式が対象としていなかったもの
（１）手挙げ方式による権限移譲

・消費者安全法に基づく事業者に対する報告徴収・立入調査等の
対象区域の拡大

（２）政省令、通知等に基づく義務付け・枠付けの見直し
・介護認定審査会委員の任期の条例委任

＜平成27年1月30日 閣議決定＞
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Ⅰ 事務・権限の移譲等
（国から地方公共団体、都道府県から市区町村（指定都市を含む））

（１）医療関係
・臨床研修病院の指定申請手続等の見直し【政省令等】
【周知】

⇒ 臨床研修病院の指定等に係る事務については、希望する都道府県を経
由して厚生労働大臣に提出する方法を選択することができるようにす
る。

・医師臨床研修費補助金の申請に係る準備作業の期間の
確保【政省令等】

⇒ 臨床研修施設が申請に係る準備作業を行う期間を十分確保できるよ
う、提出依頼に係る事前連絡を、毎年度の予算成立後速やかに行う。

・臨床研修病院における研修医募集定員調整権限の拡大
等【検討】

⇒ 各臨床研修病院における研修医の募集定員については、調整枠に加え
基礎数も含めて、希望する都道府県が各臨床研修病院に配分できるよう
にする方向で検討し、平成27年中に結論を得る。

・臨床修練病院等の指定に係る標準的な処理期間の設定
【政省令等】

⇒ 外国医師等が臨床修練を行う臨床修練病院等の指定について、指定の
迅速化を図るため、厚生労働大臣による指定事務に係る標準的な処理期
間を設定する。

・精神保健福祉法に係る診察及び保護の申請・警察官の
通報・精神科病院管理者の届出等の受理等に関する都
道府県の事務の保健所設置市等への移譲【検討】【周
知】

⇒ 事務処理特例制度の活用状況等を踏まえつつ、移譲について検討を進
める。

（２）医薬品関係
・医療用麻薬に係る小売業者間の譲渡しの許可権限等の
移譲【一括法】

⇒ 麻薬小売業者間での医療用麻薬の譲渡しの許可に関する事務・権限
（麻薬及び向精神薬取締法）については、都道府県に移譲する。

・特定毒物研究者の許可権限等の移譲【一括法】
⇒ 特定毒物研究者の許可に係る事務・権限（毒物及び劇物取締法）を都道
府県から指定都市に移譲する。

・高度管理医療機器等営業所管理者の兼務許可の移譲
【一括法】

⇒ 高度管理医療機器等営業所管理者の兼務許可権限（医薬品医療機器等
法）については、都道府県から保健所設置市等に移譲する。

・医薬品等の製造販売に係る都道府県承認権限の範囲拡
大【政省令等】

⇒ 都道府県知事の承認事務・権限とする品目等を拡大する（かぜ薬等・
薬用歯みがき類等）。

平成26年の地方からの提案等に関する対応方針（厚生労働省関係）のポイント
※【一括法】は、次期通常国会提出予定の地方分権一括法案で対応予定のもの。 【政省令
等】は、法令、通知、交付要綱の見直し等で対応するもの。【検討】【周知】は、それぞれ、検
討するもの、現行制度でも対応可能なことを周知するもの、である。
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（３）食品関係
・税関・出入国管理・検疫（ＣＩＱ）業務について国際
ビジネス機に係る臨機応変な対応【政省令等】

・総合衛生管理製造過程の承認権限等の移譲【検討】
⇒ 総合衛生管理製造過程の承認等については、現在地方厚生局が行ってい
る承認等を含め制度の在り方について検討し、平成27年中に結論を得る。

・食鳥検査を行う指定検査機関の指定権限等の移譲【検
討】

⇒ 指定検査機関の指定等について都道府県等に移譲する方向で検討を進め、
平成27年中に結論を得る。

・飲食店営業等の施設基準について都道府県と保健所設
置市等の円滑な協議の実施に関する周知【周知】

（４）水道事業関係
・水道事業の認可権限等の移譲【政省令等】
⇒ 現在、国で認可等を行う水道事業等のうち、都道府県内で水利調整が完
結するもの（都道府県が経営主体であるものを除く。）の認可等の権限を、
一定の条件を満たす都道府県へ移譲する。

（５）雇用関係

・ハローワーク及び地方公共団体が行う無料職業紹介事
業等に関連する見直し【政省令等】【検討】

⇒ ハローワークと地方公共団体が一体となった雇用対策をこれまで以上
に推進するとともに、ハローワークの求職情報を地方公共団体に提供す
る取組を、平成27年度から開始する等。

・国と地方公共団体が一体的に業務を実施する施設にお
ける雇用保険関係業務の実施【政省令等】

⇒ 引き続き、地方公共団体の希望を踏まえ、利用者から十分なニーズが
見込める場合には、積極的に取り組む。

・個別労働関係紛争の解決のための国と都道府県等の連携の促
進【政省令等】

⇒ 個別労働関係紛争の迅速かつ適切な解決のため、国と都道府県等との
合同相談会や合同研修会を開催する等の労働相談・紛争解決関係機関間
の連携を、引き続き促進する。

・事業所内保育施設設置・運営等支援助成金に係る国と
都道府県の連携の促進【政省令等】

⇒ 助成金の支給決定をした事業主の名称等を都道府県に通知することに
より、国と都道府県との連携を促進する。

（６）児童福祉関係
・児童相談所の設置権限の特別区への移譲【検討】
⇒ 東京都と特別区の協議の状況を踏まえつつ、協議が整った場合には、
その結果に基づき、必要な措置を講じる。
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・認定こども園等における給食の外部搬入【政省令等】
【検討】

⇒ 公立幼保連携型認定こども園における３歳未満児の食事の提供について、
公立保育所と同様、構造改革特別区域において外部搬入方式を認める。
私立保育所等における３歳未満の乳幼児に対する給食の外部搬入につい
ては、平成28年度の構造改革特別区域推進本部評価・調査委員会の評価
を踏まえて検討する。

・最低２人以上保育士を配置する基準の緩和【検討】
⇒ 朝、夕の時間帯で、保育する児童が１人である場合等の取扱いについて
は、地方の実情を踏まえて、引き続き検討を進める。

（２）医療関係
・社会医療法人の認定要件の見直し【政省令等】
⇒ 認定要件の緩和について検討し、平成27年度中の実施を目指す。

・国民健康保険における資格喪失後受診に伴う過誤調整
の仕組みの改善【検討】【周知】

⇒ 資格を喪失した被保険者の受診に伴う過誤調整について、被保険者か
ら旧保険者に対し療養費の受領について委任を行うことで、現保険者か
ら旧保険者に直接支払う事務処理の普及を図る。その上で保険者の事務
負担の更なる軽減に繋がる方策を検討し必要な措置を講ずる。

・基準病床数制度に係る都道府県との連携【検討】
⇒ 都道府県における地域医療構想の策定・運用状況を共有しつつ、今後
の医療需要の増大や地域ごとに異なる実情を踏まえた医療提供体制の在
り方について検討を進める。

Ⅱ 義務付け・枠付けの見直し等

（１）子ども・子育て関係
・保育所型認定こども園の認定の際の有効期間（5年間）
の廃止【一括法】

・保育所における居室面積の特例の延長【政省令等】
⇒ 大都市に限り認められている保育所の居室面積の特例（従うべき基準→
標準）の期間を、平成32年3月31日まで５年間延長する。

・保育士定数への准看護師の算入【政省令等】
⇒ 看護師又は保健師に加え、准看護師についても保育士とみなす経過措置
を設ける。

・保育士修学資金貸付事業の貸付対象の住所要件の撤廃
【政省令等】

⇒ 保育士修学資金貸付事業に係る貸付対象者の住所要件について、平成26
年度末までに廃止する。

・保育所の設置認可等に係る経済的基礎の要件の見直し
【周知】※通知済み

⇒ 認可要件である保有する資産の額について都道府県等が、保育所が安定
的に運営可能と認めた額とすることができること等について周知する。

・放課後児童クラブの補助要件の見直し【政省令等】
⇒ 放課後児童健全育成事業の補助要件について、子ども・子育て支援新制
度の施行に伴い、平成27年度から、10人未満のクラブも補助対象とするよ
う見直す。

・妊娠・出産包括支援モデル事業の補助要件の見直し
【政省令等】

⇒ 平成27年度から、都道府県による市町村の体制整備のための後方支援
（人材育成研修等）を新たに補助対象とするとともに、母子保健相談支援
事業のみを必須事業とし、産後ケア事業及び産前産後サポート事業を任意
事業とするよう見直す。
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（３）介護保険・障害者福祉関係
・審査会の委員の任期の条例委任【一括法】【政省令
等】

⇒ 介護認定審査会や精神医療審査会等の委員の任期については、３年を上
限として条例で定める期間とすることを可能とする。

・認知症地域支援推進員等の要件緩和【政省令等】
⇒ 認知症地域支援推進員等設置事業については、国が定める研修を受講し
た者のほか、地方公共団体が独自に養成する者を活用することもできるよ
うに、平成27年度の早期に地域支援事業実施要綱の見直しを行う。

・介護保険料の特別徴収において優先順位が下位の年金
からも徴収することの検討【検討】

・介護保険サービス事業者における事業開始等の届出事
務は書類の一本化等で負担軽減できること、事業所の
指定の状況の共有等自治体間での十分な連携が望まし
いこと、地域密着型サービスの指定手続きの簡素化が
可能であることなどの周知【周知】

（４）医薬品・食品関係
・麻薬取扱者の免許の有効期間の延長【一括法】
⇒ 麻薬取扱者の免許の有効期間を最長２年から最長３年に延長する。

・麻薬小売業者間の麻薬の譲渡しの許可の有効期間の延
長等【政省令等】【周知】

⇒ 有効期間を最長１年から３年に延長するとともに、共同申請者を追加す
る場合の軽易な変更届出制度を創設し、許可により譲渡可能となる対象は
新規処方に限られない旨を周知する。

・食品衛生検査施設の設備基準で定める機械器具につい
て同等以上の機能を有するものを地域の実情に応じて
備えることができる旨の周知【周知】

（５）雇用関係
・事業協同組合等が作成する改善計画の認定に係る手続
の簡素化【政省令等】

⇒ 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための
雇用管理の改善の促進に関する法律に基づく改善計画の認定について
は、これを要件とする助成金の活用促進を図る観点から検討し、手続の簡素
化を図る。

・介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律に基づく
改善計画の都道府県の認定の廃止等【検討】

⇒ 介護事業主が策定する改善計画の認定の廃止を含め、介護労働者の労
働環境の改善による魅力ある職場づくりに向けた実効性のある仕組みに
ついて、地方の意見も踏まえつつ検討し、平成27年中に結論を得る。

・認定職業訓練助成事業の見直し【検討】
⇒ 訓練生の人数要件の緩和を含め、制度の活性化について検討し、平成
27年中に結論を得る。

（６）その他
・婦人保護施設の施設長の年齢要件の撤廃【政省令等】

・セーフティネット支援対策等事業に係る年間協議スケ
ジュールの周知【周知】

・人口動態調査事務システムの導入・変更に係る手続の
簡素化【政省令等】
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社会保障・税番号制度の
導入について
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１．番号制度の導入に向けて

社会保障・税番号制度の導入により、地方公共団体において生活保護、児童手当、介

護保険といった社会保障分野の事務に個人番号を利用することとなります。

これにより、同一の住民の方の情報を適切に管理することができようになるとともに、各

種給付事務などに必要な、他の機関の保有する情報を、オンラインで共有することが可

能になります。

地方公共団体における番号制度の導入準備については、当省の他、

内閣官房、総務省から各種資料が提供されていますので、これら

資料を確認の上、平成２８年１月の番号利用開始及び

平成２９年７月の情報連携開始に向け、着実な準備を進めて

いただきますよう、よろしくお願いします。
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２．番号制度導入の準備

番号制度導入に当たっては、計画的に、かつ、着実に準備を進めていくことが必要である。

平成28年1月番号利用開始、平成29年7月情報連携開始に向け着実な準備を！

番号を利用する
事務の特定

番号を利用する事務、当該事務の所管
課及び関係課の確認（洗い出し）

• 番号法 別表第一、別表第二
• 主務省令
• 厚生労働省令
• 「主務省令事項の整理」

準備事項 具体的内容

業務の見直し

現在の業務（事務）フローを基に、個人番
号を利用する時点を確認し、新たな業務
フローを作成
新たな業務フローの作成に合わせ、添付
書類の削減など業務効率化を検討

• 番号法 別表第一、別表第二
• 主務省令
• 厚生労働省令
• 「主務省令事項の整理」
• 特定個人情報データ標準レイアウト
• 業務フローサンプル（５．参照）

業務システムの
改修

社会保障関係システム改修要件の整理

システム改修費用の予算措置（予算要

求、厚労省への補助金申請）

特定個人情報保護評価の実施

システム改修の調達

• 中間サーバーシステム方式設計書

• 外部インターフェイス仕様書

• 地方公共団体の対応例

• 特定個人情報データ標準レイアウト

• 特定個人情報の適正な取扱いに関

するガイドライン（行政機関等・地方公

共団体等編）

主な参照資料
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３．番号制度導入の準備に必要な法令等

「主務省令事項の整理」：番号法別表第一及び第二に規定される主務省令事項の整理

• 個人番号利用事務及び特定個人情報について、別表第１及び第２のそれぞれの項ごとに整理したもの。（デジタルPMOに
掲載中）

番号法別表第一主務省令：

• 番号法別表第１に基づき、個人番号を利用する具体的な事務手続を定めたもの。

番号法別表第二主務省令：

• 番号法別表第２に基づき、情報提供ネットワークシステムを利用して情報照会を行う具体的な事務手続、情報提供する特
定個人情報の内容を定めるもの。

各種申請書等を改正する厚生労働省令：各種様式への個人番号の追加等に関する厚生労働省令の改正

• 番号制度の施行に伴い、各種申請書様式や申請項目へ個人番号を追加するための厚生労働省令の改正を実施予定。
（H27.2現在、デジタルPMOで改正内容を掲載中）

特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン（行政機関等・地方公共団体等編）

• 地方公共団体が特定個人情報の適正な取扱いを確保するための具体的な指針。
• 本ガイドラインを遵守しないと法令違反と判断される可能性あり。

特定個人情報データ標準レイアウト（事務手続対応版）

• 特定個人情報毎のデータ標準レイアウトと「番号法別表第１及び第2に規定される主務省令事項の整理」による事務手続と
の対応を整理したもの。 （デジタルPMOに掲載中）

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で
定める事務を定める命令（平成26年内閣府・総務省令第５号）

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で
定める事務及び情報を定める命令（平成26年内閣府・総務省令第７号）
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今後

関係機関Ａ

本人

関係機関Ｂ

申請

給付

各種書類

関係機関Ａ

番号制度導入後は、ＡとＢ
の間で情報をやりとりする
ことで、添付書類の省略や
給付の適正化が図られる。

関係機関Ｂ

申請給付

本人

社会保障の手続では、所得証明
書などの添付書類をＡから求め
られた場合、本人はＢから取得
した上で申請している。
また、ＡとＢとの間で併給を禁
止している場合などは、本人の
申告に基づき給付の調整をして
いる。

各種書類

① 住民票・所得証明書等の添付省略

② 異なる制度間における給付調整の確実性の向上

個人番号

③ 情報提供等記録開示システムを活用したお知らせ情報の表示

お知らせ
情報の表示

自己情報
表示

情報提供等記録
開示システム

お知らせ情報の表示
により通知事務が効

率化

情報連携によ
り、給付の適正
化が図られる。

添付書類の省略
により、国民利
便性が向上

情報連携によ
り、添付書類
の発行事務が
効率化

行政からの各種お知
らせ、自分の情報等
を入手できる。

現状

４．社会保障分野における番号利用による効果
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５．業務フローの確認及び見直し

各地方公共団体においては、個人番号利用事務、情報連携を行う事務とその内容、申請書等の

変更などをご確認いただき、既存の業務フローの変更箇所等の確認を進めていく必要がある。

１ 現行業務フローの確認

現行業務フローの確認（存在しない場合は作成）に当たっては、以下のポイントに注意する。

① 次の情報が網羅されているか。

・業務関係者及び組織体（申請者、自団体の自組織職員及び他組織職員、他団体の関係者等）

・取り扱う情報（申請情報、組織内で保有している情報、他組織から入手する情報等）

・情報格納場所（業務システム、出力帳票等）

② 業務及び情報の流れ並びに処理の判断が明確かつ正しく整理されており、実際の業務と相違ないか。

２ 見直し後業務フローの作成

現行業務フローを元に、以下の観点から番号制度導入後の業務フローを作成する。

① 情報連携で入手することになる情報は、文書照会・添付書類での確認からシステム間情報連携へ変更

② 制度導入に伴い業務処理の標準化、効率化の余地がないか（他業務と比較し複雑な処理がないか等）。

※業務フローサンプル（デジタルPMOに掲載）

社会保障関係事務・手続における番号制度導入後の業務フローサンプルを提示するので、参考の上、自治

体独自の業務フローを作成すること（サンプルはあくまで一例であり、自治体の業務を踏まえて作成すること）。
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６．業務システム改修に係る国庫補助等

１ 補助対象団体

都道府県及び市町村（特別区を含む。以下同じ。）
※ 介護保険等の一部事務組合又は広域連合（以下「一部事務組合等」という。）も対象。

２ 補助対象システムと対象経費等

（１） 補助対象システム

① 都道府県・・・生活保護、障害者福祉、児童福祉、健康管理のシステム

② 市町村・・・・・生活保護、障害者福祉、児童福祉、国民健康保険、後期高齢者医療（市町村分）、
介護保険、健康管理、国民年金のシステム

（２） 対象経費

社会保障・税番号制度導入に必要な業務システムの改修（番号対応部分）に係る経費。

表 各年度事業における対象経費

※ ２６年度に交付申請行っていない自治体（26 年度に交付申請を行っていても申請額が基準額を下回る自治体も含む。）は、
２７年度に２６年度事業分の申請が可能。
パッケージソフトの場合であっても、番号対応部分に係る対象経費を抽出した上で、上記区分に分けて申請する必要あり。

事業 対象経費

２６年度事業 システム設計、プログラム開発・単体テスト

２７年度事業 プログラム結合・総合テスト、団体内連携テスト

２８年度事業 総合運用テスト
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（３） 社会保障・税番号制度導入に必要なシステム改修の例

• 個人番号利用に伴う表示機能（画面、帳票）の改修
• データベースにおけるデータ項目の追加
• 個人番号による検索機能の追加
• 情報連携に伴う業務プログラムの改修

（中間サーバーへの情報提供データの抽出、情報照会内容の表示等） 等
※ 中間サーバ・ハードウェアの整備経費等を除く。

３ 補助額

補助対象経費として厚生労働大臣が認めた額の 2/3（国民年金、及び障害者福祉のうちの特別児童扶養手
当については、10/10）

※ 千円未満の端数は切り捨て、地方負担分（1/3）については、普通交付税及び特別交付税措置。

国庫補助基準額は、予算の範囲内において、想定事業費（注）を基礎として人口規模及びシステム類型に応
じた標準的な費用として算出。

基準額は、人口規模で公平に算出するため、単純に人口規模区分に当てはめるのではなく、自治体の人口数
に応じて基準額が増加するように算出。また、１次交付、２次交付以降を通じて同様の算出方法とすることで、
公平に算出。

なお、基準額は、一般分及び国民年金・特別児童扶養手当分の区分で設定。各自治体は、当該区分ごとの
配分額の範囲内で、システム別に事業費を配分し交付申請することが可能。
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４ ２７年度予算政府案

２７年度はシステム改修に必要な経費（プログラム結合・総合テスト、団体内連携テスト分）を要求。

■国庫補助の対象

番号制度の導入に係る地方公共団体のシステム整備（下記システム）について、平成26年度から
平成28年度にかけて国庫補助を措置。

■国庫補助率

・補助率＝ 2/3 ： 国民健康保険、後期高齢者医療（市町村分※）、障害者福祉（特別児童扶養
手当を除く）、児童福祉、生活保護、介護保険、健康管理
※後期高齢者医療広域連合については別途国庫補助を実施。

・補助率＝10/10 ： 国民年金、特別児童扶養手当

■社会保障システムの地方負担分（1/3）については、普通交付税及び特別交付税措置。

項目 Ｈ２６ Ｈ２７要求

社会保障システム
（国民年金、国民健康保険、後期高
齢者医療、障害者福祉、児童福祉、
生活保護、介護保険、健康管理）

事業費 271.1 225.3

国庫補助 185.3 154.2

（単位：億円）
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システム名 概要

都道府県・
市町村

生活保護システム 生活保護の対象者の生活相談受付、保護申請審査、支給管理、統計処理等を行うシステムを指す。

障害者福祉システム
障害者資格の管理、給付の管理、進達処理、通知書発行、支払管理、統計処理等を行うシステム
を指す。

児童福祉システム
児童手当、児童扶養手当等の対象者の資格管理、現況受付、支払管理、統計処理、その他保育所
保育料の算定等を行うシステムを指す。

市町村

国民年金システム
国民年金第１号被保険者の資格、付加保険料、保険料の免除等、年金給付の情報の管理等を行う
システムを指す。

国民健康保険システム
国民健康保険の資格の管理、保険料（税）の賦課・収納管理、給付・レセプト管理、統計処理等を行
うシステムを指す。

後期高齢者医療システム
後期高齢者医療の資格の管理、保険料（税）の賦課・収納管理、給付・レセプト管理、統計処理等を
行うシステムを指す。

介護保険システム
介護保険被保険者の資格管理・介護保険料の賦課・介護保険料の収納管理・受給者の台帳管理
を行うシステムを指す。

健康管理システム
乳幼児及び高齢者の予防接種管理対象者への予防接種の案内通知、接種履歴管理、その他保健
衛生等の管理を行うシステムを指す。

（参考）地方公共団体の社会保障関係システム
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情報提供記録 機関別符号Ａ

機関別符号B

個人

情報提供ネットワークシステム
（コアシステム）

政府共通NW
ＬＧＷＡＮ等

個人番号カードによる
公的個人認証

特定個人情報
保護委員会

情報提供ネット
ワークシステム

及び
情報照会・提供
機関に対する

監視・監督など

【主な機能】
○要求に応じて機関

ごとに機関別符号
を生成。。。。。

○機関別符号同士の
紐付け。。。。。

○情報提供を許可。

地方公共団体情報システム機構（H26.4.1 設立）

市町村が付番

※機械的な読み取り＋パスワード入力
（個人番号は用いない）

IFシステム 中間サーバー 住基連携用
サーバー

機関別符号A
団 体 内 統 合
宛 名 番 号 Ａ

個 人 情 報コアシステム

個 人 番 号
団 体 内 統 合
宛 名 番 号 Ａ

基本4情報

個 人 情 報

住基全国サーバー

IFシステム
集約ASP

中間ｻｰﾊﾞｰ・
ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ

既存システム群

機関別符号B
団 体 内 統 合
宛 名 番 号 B

個 人 情 報

個 人 番 号
団 体 内 統 合
宛 名 番 号 B

基本4情報

個 人 情 報

○機関別符号生成要求
○個人番号等照会

機関別符号生成要求

既存システム群

自己情報
表示機能

お知らせ情報
表示機能

情報提供等
記録開示機能

ワンストップ
サービス

インターネット

（参考）社会保障関係システム改修支援等の範囲

地方公共団体以外の機関（H29.1 情報連携開始予定）

Ｈ26.1.1 設置

H29.1 運用開始予定

地方公共団体（H29.7 情報連携開始予定）

住基ＣＳ
又は都道府県サーバー

「インターフェイスシステム」・・・情報提供ネット
ワークシステム（コアシステム）と対になり、情報連携
の制御を行う。
「中間サーバー」・・・他機関からの情報照会に自動で
応じるため、特定個人情報の複製を保持する。

地方公共団体向け中間サー
バーは総務省が一括開発し
地方公共団体へ配布

【既存システム】
・業務画面の改修
・帳票様式の改修
・データベースの改修
・業務プログラムの改修 等

社会保障関係の既存システムの
改修は厚生労働省の補助範囲

インターフェイスシステム
は内閣官房が一括開発し
各情報保有機関へ配布
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H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

番号制度

個人番号カード
発行等

【国（機構）】

情報提供
ネットワークシステム

【国】

付番等システム
【国（機構）】

既存システム改修
【地方公共団体】

中
間
サ
ー
バ
ー

ソフトウェア開発
(情報連携PF構築)

【国】

ハードウェア導入
【地方公共団体等】

付番H27.10～
▼法案成立（5/24）

個人番号利用H28.1～

H29.1～
国等

情報照会／提供

▼地方公共団体情報
システム機構設立（4/1）

団体内の
システム

連携
テスト

情報連携
情報提供NWSとの

連携テスト・
総合運用テスト

既存住基システム改修
機構との

連携テスト

整備

税務システム改修

調査

設計・開発 連携テスト付番システム

設計・
開発

設計・開発 連携テスト
公的個人認証
個人番号カードシステム

設計・開発・テスト

団体内統合宛名システム等整備

社会保障関係システム改修

必要な調整

H29.7～
地方公共団体

発行等に係る準備・基盤整備
通知カード送付

個人番号カード交付【地方公共団体】

（参考）番号制度導入に向けた地方公共団体関係のスケジュール
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